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補論１ 中・高所得者への保育補助の他の論拠 

 中・高所得者への保育補助の論拠として、本書第 8章（216-217ページ）のように「逆

選択」を挙げるのは稀である１。通常は、以下の 2 つが挙げられることが多い。仮に、

以下の論拠のいずれかが正しければ、中・高所得者の家庭保育にも公的補助をしなけれ

ばならなくなる。しかし、これら 2つのいずれも、保育補助の論拠としては成り立たな

いことを、この補論 1で説明しよう。 

 

(1) 人口成長による生産性の向上を図るため 

 人口減少が日本全体の「競争力を弱めることは必至である」から、国は出生率向上を

目指すべきであり、そのために保育への補助をすべきだという説は幅広く聞かれる２。 

 しかし、経済協力開発機構（OECD）加盟国の過去 40年間のデータによれば、1人当

                                                   
１ 例外は、八田（2008、第 8章）参照。 
２ たとえば、まち・ひと・しごと創生本部（2018、3ページ）や毎日新聞（2019）を参照。 

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8038.html
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たり国内総生産（GDP）成長率と人口成長率とは無関係である３。人口の伸びを高めれ

ば、生産性の伸び率が高まるわけではない。したがって、生産性向上のために政府が市

場に介入して出生率を高める必要はない。 

 

(2) 賦課方式の年金のもとでの財政負担軽減のため 

 従来の日本の年金制度は、高齢者の年金支給をそのときの勤労世代が支払う保険料に

よってまかなう、いわゆる「賦課方式」をとってきた。この制度のもとでは、勤労世代

の人口と退職世代の需要の比が変動するたびに勤労世代の負担が変動する。そのため、

これからしばらく続く人口減少のもとでは、若者の負担が非常に大きくなる。この負担

を防ぐために、「勤労世代の人口減を食い止めるために人口増を図るべきであり、その

ために保育所を公的に補助すべきである」という主張が度々なされる。 

 その場合には、補助の目的は「女性の労働促進」ではなく、「出生率の増加」である。

したがって補助は、出生率の向上そのものをもたらすものでなければならない。当然、

家庭保育もその対象になるし、中学・高校・大学等への進学の費用に対する負担も対象

になるということになる。 

 一方、もし年金制度が「積立方式」であったならば、各世代間に公的年金を通じた所

得移転の問題は発生しない。人口が減少しても、勤労世代の負担が増えるということは

ない。 

賦課方式をいったん始めた後に積立方式に変えていくことは、時間をかければ可能であ

る。今後の支払う保険料を自分自身の給付の積立原資の部分と、過去の過剰支払分の償

還部分とに分け、後者を、今後数世代が均等な支払負担をすれば済むのである（八田・

小口、1999）。現在の「100年安心プラン」は、基本的にこの方針に沿ったものである。

すなわち、定められた各世代で均等な保険料率の下で定められた保険料率を前提に、100

年間で過去の過剰支払い分を償還できるように、シミュレーションモデルによって各世

代間で均等な給付率を算出する。ただしそのシミュレーションの前提になっている出生

率や利子率などが変化した場合には、再計算を行って、新しい年金の給付額に改定する。

これまでマクロ経済スライドが、例外規定のために元来の趣旨通りに設計されていなか

ったなどの問題があったが、この制度の根幹を維持すれば、すでにわが国の制度は賦課

方式から基本的に卒業しつつあるのであり、年金財政を維持するために人口を増やさな

ければならない理由はない。現在の年金制度に残る欠陥があるとすれば、賦課方式から

脱却する方向で改革を行うべきであり、出生率引き上げを目指すべきではない。賦課方

                                                   
３ 八田（2018、7ページ）参照。 



 3 / 5 

 

式のままである限り、コントロール不可能な人口成長率に、各世代の負担を依存させざ

るをえないからである。 
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補論 2 政治的な抵抗 

 制度改革の障害は、既存利益集団による政治的抵抗である。特に社会福祉法人の団体

は、保育サービス産業への新規参入に否定的である。 

 社会福祉法人には、政治的に強い応援団がいる。実際、自治体公務員は、社会福祉法

人やその関連団体に天下りしているから４、官民一体の岩盤を築いている。さらに公立

認可保育所の労働組合も、認可保育所制度の政治集団を形成している。このように、現

行の認可保育所体制を守る利害関係者は、社会福祉法人・公務員・労働組合の「鉄の三

角形」を形成している５。 

 この鉄の三角形は、社会福祉法人を不利にする改革に対しては抵抗する。そのため、

「保育の質を守る」という建前を掲げて、認可保育所の基準を死守すべきだとする政治

的な圧力をかけてきた６。これは、「認可保育所以外は、正当な保育施設に値しない」と

いうに等しい。 

 この観点からは、無認可保育施設に対しては、国による補助や情報公開の義務づけは

不要だということになる。しかし実際には、高い評価を得ている無認可保育所は少なく

ないから、この建前は破綻している。しかし政治的にはそれにかまわず、「認可保育所の

基準を死守すべし。無認可保育所以外は、正当な保育施設ではない」という建前のもと

で、保育政策や制度を構築してきた。 

 本書第 8章 3節（218-223ページ）で説明した改革の推進力としての、情報公開とバ

ウチャー導入の組合せに対しては、社会福祉法人は政治的に強く抵抗してきた。 

 まず、バウチャーの導入は認可保育所の保育料引き上げを伴うが、これは、認可保育

所への需要を減らして、無認可保育所への需要を増やす。そのため認可保育所を営む社

会福祉法人の利益に反する。 

                                                   
４ たとえば朝日新聞（2014）を参照。 
５ たとえば、鈴木（2018、61-62ページ）や大村（2017）を参照。また、週刊ダイヤモンド

（2010）は、次のように指摘している。 

「社会福祉法人の運営する保育園が中心となって設立した団体に日本保育協会、全国私立保育連

盟、全国保育協議会などがある。こうした団体は政治力を駆使して、新規参入を断固拒否してき

た。 

特に日本保育協会は歴史的に自民党の橋本派と強く結び付き、地方、中央と政治力を発揮してき

た。2009年夏の衆議院選挙でも、園長会で堂々と『自民党に投票しよう』と訴える日本保育協会

の地方支部もあった。 

また、ある保育団体は、厚生労働省の部会で株式会社参入を擁護する発言をする委員をはずす

ように、政治家に依頼したこともある。」 
６ この状況は、たとえば鈴木（2018、43-46、71-74ページ、および第 3章）を参照。 
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 さらに、社会福祉法人は無認可保育所の情報公開にも消極的である。まず、無認可保

育所の質の開示は、質の高い無認可保育所を有利にするからという側面がある。しかし

それだけではない。認可保育所の質の開示は、認可保育所間の競争を促進してしまうと

いう側面があるためでもある。 

 真に高い質の保育所を多くの児童に提供するためには、無認可保育所無視の建前は変

えなければならない。その第一歩として、保育政策の形成過程で、社会福祉法人以外の

民間保育施設（新規参入者である株式会社や NPO 法人等）の意見をより重視すべきで

ある。また、それらの施設を利用した親の意見も反映されるべきである。 

 さらには、社会福祉法人が家族・親族に相続されるという、本書序章の 1－3項（10-

12ページ）で述べた現在の仕組みは改革されるべきである。さらに、現在の社会福祉法

人に一定の補償をした上で、NPO 法人や株式会社などに転換することも考えるべきだ

ろう。 
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